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令和６年第４回君津市議会定例会付議議案目録 

 

議 案 番 号 件            名  頁  

議案第 １  号 教育委員会委員の任命について １ 

議案第 ２  号 令和６年度君津市一般会計補正予算（第７号） 別冊 

議案第 ３  号 
一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の
制定について 

３ 

議案第 ４  号 
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について 

１９ 

議案第 ５  号 
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部
を改正する条例の制定について 

２３ 

議案第 ６  号 
君津市ねたきり老人及び心身障害者（児）福祉手当支給条例の
一部を改正する条例の制定について 

２７ 

議案第 ７  号 
君津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について 

３１ 

議案第 ８  号 
君津市重度認知症老人介護手当支給条例を廃止する条例の制定
について 

３５ 

議案第 ９  号 
君津市ひとり親家庭住宅手当支給条例を廃止する条例の制定に
ついて 

３９ 

議案第 １ ０ 号 君津市母子保健推進員設置条例を廃止する条例の制定について ４３ 

議案第 １ １ 号 国保小櫃診療所の指定管理者の指定について ４７ 

議案第 １ ２ 号 国保松丘診療所及び国保笹診療所の指定管理者の指定について ４９ 

議案第 １ ３ 号 君津市福祉作業所の指定管理者の指定について ５１ 

議案第 １ ４ 号 君津市市民グラウンド・ゴルフ場の指定管理者の指定について ５３ 

議案第 １ ５ 号 久留里市民プールの指定管理者の指定について ５５ 

議案第 １ ６ 号 君津市営聖地公園の指定管理者の指定について ５７ 

議案第 １ ７ 号 君津市里山管理センターの指定管理者の指定について ５９ 

議案第 １ ８ 号 
内みのわ運動公園及び君津緩衝緑地の指定管理者の指定につい
て 

６１ 

議案第 １ ９ 号 君津市交通広場駐車場の指定管理者の指定について ６３ 



議 案 番 号  件            名  頁  

議案第 ２ ０ 号 
君津郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び
君津郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制
定に関する協議について 

６５ 

議案第 ２ １ 号 
君津市と木更津市との間における救急急病医療事業に関する事
務の委託に関する規約の制定に関する協議について 

６７ 

議案第 ２ ２ 号 
千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少
及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制
定に関する協議について 

７１ 

議案第 ２ ３ 号 財産の取得について ７３ 

議案第 ２ ４ 号 調停の申立てについて ７５ 

議案第 ２ ５ 号 損害賠償の額の決定及び和解について ７７ 

議案第 ２ ６ 号 
令和６年度君津市一般会計補正予算（第６号）についての専決
処分の承認を求めることについて 

７９ 

議案第 ２ ７ 号 令和６年度君津市一般会計補正予算（第８号） 別冊 

議案第 ２ ８ 号 令和６年度君津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 別冊 

議案第 ２ ９ 号 令和６年度君津市介護保険特別会計補正予算（第２号） 別冊 

議案第 ３ ０ 号 令和６年度君津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 別冊 

報告第 １  号 専決処分の報告について ８３ 
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議案第１号 

 

   教育委員会委員の任命について 

 

 君津市教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市大鷲 

 氏 名 増 田 亜 紀（４８歳） 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第３号 

 

一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

令和６年１０月の千葉県人事委員会勧告に準じ、令和６年度に係る職員の給料月額及び

期末・勤勉手当の支給月数の引上げを行うため、一般職の職員の給与等に関する条例（昭 

和４５年君津市条例第２１号）、君津市任期付職員の採用等に関する条例（平成２１年君

津市条例第２号）及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年君津

市条例第２１号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例（昭和４５年君津市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

  第２０条第１項第１号中「３０９，２００円」を「３１０，０００円」に改め、同項第

２号中「５１，１００円」を「５１，６００円」に改める。 

第２１条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改め、同条

第３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の 

６８．７５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第２２条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改

め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。



別表第１（第４条第１項）

職務
の級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円

1 183,500 220,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 415,600
2 184,600 221,700 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 418,000
3 185,800 223,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 420,500
4 186,900 224,300 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 422,900

5 188,000 225,600 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 424,800
6 189,700 226,700 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 426,900
7 191,300 227,800 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 429,000
8 192,900 228,900 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 431,200

9 194,500 230,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 433,100
10 196,200 231,500 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 435,200
11 197,800 233,000 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 437,300
12 199,400 234,500 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 439,200

13 201,000 236,000 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 440,900
14 202,700 237,500 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 442,700
15 204,400 239,000 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 444,600
16 206,100 240,500 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 446,500

17 207,400 242,000 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 448,300
18 209,000 243,400 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 450,100
19 210,600 244,800 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 451,900
20 212,100 246,200 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 453,600

21 213,600 247,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 455,400
22 215,200 248,600 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 456,900
23 216,800 249,800 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 458,300
24 218,400 251,000 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 459,800

25 220,000 252,100 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 461,200
26 221,700 253,200 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 462,500
27 223,000 254,300 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 463,800
28 224,300 255,400 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 465,000

29 225,600 256,400 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 466,000
30 226,700 257,400 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 466,700
31 227,800 258,400 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 467,400
32 228,900 259,400 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 468,100

33 230,000 260,400 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 468,800
34 231,100 261,300 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 469,500
35 232,200 262,200 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 470,100
36 233,300 263,100 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 470,700

37 234,400 263,900 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 471,200
38 235,400 264,700 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 471,800
39 236,400 265,500 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 472,400
40 237,300 266,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 473,000

41 238,200 267,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 473,500
42 239,100 267,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 474,000

職員
の区
分

８　級

行　政　職　給　料　表

１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級
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43 239,900 268,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 474,400
44 240,700 269,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 474,700

45 241,400 270,000 311,700 354,300 375,600 402,700 444,200 475,000
46 242,000 270,800 313,000 355,700 376,800 403,400 445,000
47 242,600 271,600 314,300 357,100 378,000 404,100 445,400
48 243,200 272,300 315,400 358,500 379,100 404,800 446,100

49 243,800 273,000 316,300 360,000 380,200 405,400 446,600
50 244,400 273,800 317,600 360,800 381,400 406,000 447,000
51 245,000 274,600 318,900 361,800 382,600 406,500 447,400
52 245,500 275,300 320,200 362,800 383,700 406,900 447,800

53 246,000 276,000 321,400 363,700 384,800 407,300 448,200
54 246,400 276,700 322,700 364,800 386,000 407,500 448,600
55 246,700 277,400 323,900 365,700 387,200 407,800 449,000
56 247,000 278,100 325,100 366,700 388,300 408,100 449,300

57 247,300 278,800 326,400 367,600 389,400 408,400 449,600
58 247,600 279,500 327,500 368,300 390,600 408,700 450,000
59 247,900 280,200 328,600 369,000 391,800 409,000 450,300
60 248,200 280,900 329,700 369,600 392,900 409,300 450,600

61 248,500 281,500 330,400 370,000 394,100 409,500 450,900
62 248,800 282,200 331,300 370,600 395,300 409,800
63 249,100 282,800 332,000 371,300 396,500 410,100
64 249,400 283,500 332,800 372,000 397,500 410,400

65 249,700 284,100 333,600 372,300 398,600 410,600
66 250,000 284,800 334,000 373,000 399,800 410,900
67 250,300 285,400 334,600 373,700 400,900 411,200
68 250,600 286,100 335,300 374,300 402,000 411,500

69 250,900 286,700 336,100 374,600 402,700 411,700
70 251,200 287,400 336,800 375,100 403,400 412,000
71 251,500 288,000 337,500 375,700 404,100 412,300
72 251,800 288,500 338,100 376,300 404,800 412,500

73 252,100 289,000 338,600 376,600 405,400 412,700
74 252,400 289,600 339,200 377,200 406,000 413,000
75 252,700 290,100 339,700 377,900 406,500 413,300
76 253,000 290,700 340,300 378,500 406,900 413,500

77 253,300 291,200 340,600 378,900 407,300 413,700
78 253,600 291,700 341,100 379,400 407,500 414,000
79 253,900 292,300 341,500 380,000 407,800 414,300
80 254,200 292,900 341,900 380,500 408,100 414,500

81 254,500 293,400 342,300 381,000 408,400 414,700
82 254,800 293,900 342,800 381,600 408,700 415,000
83 255,100 294,300 343,300 382,100 409,000 415,300
84 255,400 294,600 343,800 382,400 409,300 415,500

85 255,700 294,800 344,100 382,800 409,500 415,700
86 256,000 295,100 344,500 383,300 409,800
87 256,300 295,300 344,900 383,700 410,100
88 256,600 295,600 345,300 384,100 410,400

89 256,900 295,800 345,600 384,500 410,600

任期
付職
員及
び定
年前
再任
用短
時間
勤務
職員
以外
の職
員
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90 257,200 296,000 346,000 385,000 410,900
91 257,500 296,300 346,400 385,400 411,200
92 257,800 296,500 346,800 385,800 411,500

93 258,100 296,800 347,000 386,100 411,700
94 297,100 347,400 386,600
95 297,400 347,800 387,000
96 297,700 348,200 387,400

97 298,000 348,400 387,700
98 298,300 348,800
99 298,600 349,200
100 299,000 349,500

101 299,200 349,800
102 299,400 350,200
103 299,700 350,600
104 300,100 351,000

105 300,300 351,500
106 300,600 351,900
107 301,000 352,300
108 301,400 352,700

109 301,600 353,200
110 301,900 353,600
111 302,200 353,900
112 302,500 354,200

113 302,700 354,700
114 303,000
115 303,300
116 303,600

117 303,800
118 304,200
119 304,600
120 304,900

121 305,100
122 305,300
123 305,600
124 306,000

125 306,200

任期
付職
員

194,500 230,000 257,600 280,600 294,900 310,000 336,100 368,500

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200

　備考　この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第２５条に
　　規定する職員を除く。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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別表第２（第４条第１項）

職務
の級

１級 ２級 ３級

給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円
370,000 426,700 484,400
372,600 428,700 486,200
375,100 430,700 488,000
377,600 432,600 489,800

380,100 434,500 491,600
382,800 436,100 493,300
385,500 437,700 495,000
388,100 439,300 496,700

390,200 440,900 498,400
392,700 442,700 500,500
395,200 444,500 502,600
397,700 446,300 504,700

400,300 448,100 506,700
403,000 449,900 508,600
405,600 451,700 510,700
408,100 453,500 512,700

410,500 455,100 514,600
412,700 457,100 516,600
414,800 459,000 518,600
416,900 460,900 520,400

419,000 462,300 522,200
420,500 464,100 524,000
422,000 465,900 525,800
423,500 467,700 527,600

424,900 469,500 529,200
426,400 471,300 531,000
427,900 473,100 532,800
429,300 474,900 534,600

430,700 476,700 536,200
432,200 478,500 538,000
433,700 480,300 539,800
435,100 482,100 541,500

436,500 483,900 543,100
438,000 485,800 544,900
439,500 487,700 546,600
440,900 489,600 548,300

442,300 491,500 549,800
443,700 493,200 551,400
445,100 495,000 552,800
446,500 496,800 554,400

447,900 498,400 555,900
449,300 500,200 557,300
450,700 502,000 558,700

40

41
42

32

33
34

38

職員
の区
分

医　療　職　給　料　表

号　給

1

7
8

9

2
3
4

5

31

10
11
12

13

22
23

26
27
28

29

35

43

39

6

24

25

18
19
20

21

14
15
16

17

30

36

37
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452,100 503,600 560,000

453,500 505,000 561,200
454,900 506,700 562,200
456,300 508,500 563,200
457,700 510,200 564,200

459,100 511,700 565,200
460,800 513,000 566,200
462,400 514,300 567,200
464,000 515,600 568,200

465,600 516,600 569,300
466,800 517,900 570,400
468,000 519,200 571,500
469,100 520,500 572,600

470,100 521,500 573,700
471,100 522,300 574,800
472,000 523,100 575,900
472,800 523,900 577,000

473,500 524,800 578,100
474,200 525,600 579,100
474,900 526,400 580,100
475,500 527,100 581,100

476,200 527,900 582,100
476,900 528,700 583,100
477,500 529,400 584,100
478,100 530,300 585,100

478,400 531,200 586,100
479,000 532,000 587,100
479,700 532,900 588,100
480,400 533,800 589,100

480,800 534,600 590,100
481,400 535,500 591,100
482,100 536,400 592,100
482,800 537,100 593,100

483,200 537,900 594,100
483,800 538,800 595,100
484,400 539,700 596,100
484,900 540,600 597,100

485,400 541,400 598,100
485,900 542,300 599,100
486,400 543,200 600,100
486,900 544,100 601,100

487,300 544,900 602,100
487,800 545,800 603,100
488,200 546,700 604,100
488,700 547,600 605,100

489,200 548,400 606,100
489,800 607,100
490,400 608,100
490,800 609,100

91
92

87
88

89
90

83
84

85
86

79
80

81
82

75
76

77
78

71
72

73
74

68

69
70

63
64

65
66

59
60

61
62

57
58

51
52

53
54

49
50

67

55
56

47
48

44

45
46

任期
付職
員及
び定
年前
再任
用短
時間
勤務
職員
以外
の職
員
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491,300 610,100
491,900 611,100
492,500 612,100
493,000 613,100

493,500 614,100
615,100
616,100
617,100

618,100
619,100
620,100
621,100

622,100
623,100
624,100
625,100

626,100
627,100
628,100
629,100

630,100
631,100
632,100
633,100

634,100
635,100
636,100
637,100

638,100
639,100
640,100
641,100

642,100
643,100
644,100
645,100

646,100
647,100
648,100
649,100

650,100

任期
付職
員

342,200 381,600 441,400

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

344,400 399,500 473,300

　備考　この表は、診療所等に勤務する医師に適用する。

122

119
120

121

107
108

109
110

118

111
112

113
114
115
116

117

93
94

105
106

99
100

101
102
103
104

95
96

97
98

123
124

125
126

133

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

127
128

129
130
131
132
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第２条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同条第

３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の７１．２５」

を「１００分の７０」に改める。 

第２２条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、

同項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改める。 

（君津市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 君津市任期付職員の採用等に関する条例（平成２１年君津市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第１項の表中「３８０，０００」を「３９２，０００」に、「４２７，０００」

を 「 ４ ４ ０ ， ０ ０ ０ 」 に 、 「 ４ ７ ７ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ４ ９ ２ ， ０ ０ ０ 」 に 、 「 

５３９，０００」を「５５５，０００」に、「６１５，０００」を「６３４，０００」

に 、 「 ７ １ ８ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ７ ４ ０ ， ０ ０ ０ 」 に 、 「 ８ ３ ９ ， ０ ０ ０ 」 を 「 

８６４，０００」に改める。 

第８条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第４条 君津市任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の 

１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

 （会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年君津市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

 第１５条の２第２項中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改め

る。 

  別表第１を次のように改める。 



別表第１（第４条）
給料表

職務の級 1級 2級
号給 給料月額 給料月額

円 円
183,500 220,000
184,600 221,700
185,800 223,000
186,900 224,300

188,000 225,600
189,700 226,700
191,300 227,800
192,900 228,900

194,500 230,000
196,200 231,500
197,800 233,000
199,400 234,500

201,000 236,000
202,700 237,500
204,400 239,000
206,100 240,500

207,400 242,000
209,000 243,400
210,600 244,800
212,100 246,200

213,600 247,400
215,200 248,600
216,800 249,800
218,400 251,000

220,000 252,100
221,700 253,200
223,000 254,300
224,300 255,400

225,600 256,400
226,700 257,400
227,800 258,400
228,900 259,400

230,000 260,400
231,100 261,300
232,200 262,200
233,300 263,100

234,400 263,900
235,400 264,700
236,400 265,500
237,300 266,300

238,200 267,000
239,100 267,800
239,900 268,600
240,700 269,300

26
27

20

21
22
23
24

25

15
16

17
18
19

1
2
3
4

5
6
7

14

8

9
10
11
12

13

32

33
34
35
36

37

28

29
30
31

44

38
39
40

41
42
43
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241,400 270,000
242,000 270,800
242,600 271,600
243,200 272,300

243,800 273,000
244,400 273,800
245,000 274,600
245,500 275,300

246,000 276,000
246,400 276,700
246,700 277,400
247,000 278,100

247,300 278,800
247,600 279,500
247,900 280,200
248,200 280,900

248,500 281,500
248,800 282,200
249,100 282,800
249,400 283,500

249,700 284,100
250,000 284,800
250,300 285,400
250,600 286,100

250,900 286,700
251,200 287,400
251,500 288,000
251,800 288,500

252,100 289,000
252,400 289,600
252,700 290,100
253,000 290,700

253,300 291,200
253,600 291,700
253,900 292,300
254,200 292,900

254,500 293,400
254,800 293,900
255,100 294,300
255,400 294,600

255,700 294,800
256,000 295,100
256,300 295,300
256,600 295,600

256,900 295,800
257,200 296,000
257,500 296,300
257,800 296,500

45
46
47
48

49

56

57
58
59
60

61

50
51
52

53
54
55

68

69
70
71
72

73

62
63
64

65
66
67

80

81
82
83
84

85

74
75
76

77
78
79

86
87
88

89
90
91
92
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258,100 296,800
297,100
297,400
297,700

298,000
298,300
298,600
299,000

299,200
299,400
299,700
300,100

300,300
300,600
301,000
301,400

301,600
301,900
302,200
302,500

302,700
303,000
303,300
303,600

303,800
304,200
304,600
304,900

305,100
305,300
305,600
306,000

306,200

98
99
100

93
94
95
96

97

125

118
119
120

117

116

109
110
111
112

113
114
115

107
108

121
122
123
124

104

105
106

101
102
103
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第６条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改める。 

  第１５条の２第２項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、

令和７年４月１日から施行する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の給与に関しては、令和６年１２月

３１日までの間、第５条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（以下「会計年度給与条例」という。）の規定は、適用しない。 

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が３か月以内のもの 

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、１週間当たりの通常の勤務時間が１５時

間３０分未満のもの 

３ 第１条の規定（一般職の職員の給与等に関する条例（以下「給与条例」という。）別

表第１及び別表第２の改正規定に限る。）による改正後の給与条例、第３条の規定（君

津市任期付職員の採用等に関する条例（以下「任期付職員条例」という。）第７条第１

項の改正規定に限る。）による改正後の任期付職員条例及び第５条の規定（会計年度給

与条例別表第１の改正規定に限る。）による改正後の会計年度給与条例（前項の規定に

より適用しない場合を除く。以下同じ。）の規定は令和６年４月１日から、第１条の規

定（給与条例第２１条及び第２２条の改正規定に限る。）による改正後の給与条例、第

３条の規定（任期付職員条例第８条第２項の改正規定に限る。）による改正後の任期付

職員条例及び第５条の規定（会計年度給与条例第１５条及び第１５条の２の改正規定に

限る。）による改正後の会計年度給与条例の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例、第３条の規定による改正後の任期付職員条例

及び第５条の規定による改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、

第１条の規定による改正前の給与条例、第３条の規定による改正前の任期付職員条例及

び第５条の規定による改正前の会計年度給与条例の規定により支給された給与は、それ

ぞれ第１条の規定による改正後の給与条例、第３条の規定による改正後の任期付職員条

例及び第５条の規定による改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。 
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 （委任） 

５ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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議案第４号 

 

   議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するものとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

一般職の職員の期末・勤勉手当の支給月数の引上げを踏まえ、議会議員の期末手当の支

給月数の引上げを行うため、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４５

年君津市条例第５号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４５年君津市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３０」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の議会議

員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条

例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議案第５号 

 

   特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

一般職の職員の期末・勤勉手当の支給月数の引上げを踏まえ、常勤特別職の期末手当の

支給月数の引上げを行うため、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭

和４５年君津市条例第１８号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４５年君津市条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第６条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３０」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、

改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議案第６号 

 

   君津市ねたきり老人及び心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

 君津市ねたきり老人及び心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するものとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

 在宅のねたきり老人の介護者に支給する福祉手当を廃止するに当たり、君津市ねたきり

老人及び心身障害者（児）福祉手当支給条例（昭和４９年君津市条例第２号）の一部を改

正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市ねたきり老人及び心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正する条例 

 

君津市ねたきり老人及び心身障害者（児）福祉手当支給条例（昭和４９年君津市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例 

第１条中「、在宅のねたきり老人の介護者」を削る。 

第２条第１号を削り、同条第２号中「かつ、前号のねたきり老人と同様の状態にある者」

を「居宅において、おおむね継続して６月以上常に臥床し、食事、入浴、排便等日常生活

のほとんどに介護を要する者」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号を同条第２号

とし、同条第４号ア中「第１５条」を「第１２条」に改め、同号を同条第３号とし、同条

第５号を同条第４号とし、同条第６号中「本市に住所を有し、現にねたきり老人又は」を

削り、「あたって」を「当たって」に改め、同号を同条第５号とする。 

第３条中「ねたきり老人の介護者、」を「本市に住所を有する」に改める。 

第６条第１項中「ねたきり老人又は」及び「ねたきり老人にあっては月額８，６５０円、

重度の心身障害者（児）にあっては」を削り、同条第３項中「次表」を「次の表」に改め、

同項ただし書中「ことができる」を「ものとする」に改める。 

第７条中「一に」を「いずれかに」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条

第１号中「ねたきり老人又は」を「介護者が」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第７号 

 

   君津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 君津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

 消防団組織の再編により団員定数を見直すため、君津市消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例（昭和４５年君津市条例第３９号）の一部を改正しようとするもので

ある。 
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君津市条例第  号 

 

君津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

君津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４５年君津市条例第 

３９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「８０８人」を「７８０人」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第８号 

 

   君津市重度認知症老人介護手当支給条例を廃止する条例の制定について 

 

 君津市重度認知症老人介護手当支給条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものと

する。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

 在宅の重度認知症老人の介護者に支給する手当を廃止するに当たり、君津市重度認知症

老人介護手当支給条例（昭和６０年君津市条例第２０号）を廃止しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市重度認知症老人介護手当支給条例を廃止する条例 

 

 君津市重度認知症老人介護手当支給条例（昭和６０年君津市条例第２０号）は、廃止す

る。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第９号 

 

   君津市ひとり親家庭住宅手当支給条例を廃止する条例の制定について 

 

 君津市ひとり親家庭住宅手当支給条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

 ひとり親家庭に支給する住宅手当を廃止するに当たり、君津市ひとり親家庭住宅手当支

給条例（昭和５３年君津市条例第８号）を廃止しようとするものである。 

 



- 41 - 

君津市条例第  号 

 

君津市ひとり親家庭住宅手当支給条例を廃止する条例 

 

 君津市ひとり親家庭住宅手当支給条例（昭和５３年君津市条例第８号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和８年３月分の手当の支給については、なお従前の例による。ただし、同月分の手

当については、廃止前の君津市ひとり親家庭住宅手当支給条例第６条第３項の規定にか

かわらず、この条例の施行の日以後速やかに支払うものとする。 
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議案第１０号 

 

   君津市母子保健推進員設置条例を廃止する条例の制定について 

 

 君津市母子保健推進員設置条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

 母子保健推進員を廃止するに当たり、君津市母子保健推進員設置条例（昭和５１年君津

市条例第４号）を廃止しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市母子保健推進員設置条例を廃止する条例 

 

 君津市母子保健推進員設置条例（昭和５１年君津市条例第４号）は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

 

   国保小櫃診療所の指定管理者の指定について 

 

 国保小櫃診療所の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  国保小櫃診療所 

２ 施設の位置  君津市末吉１０４６番地 

３ 指定管理者  東京都千代田区平河町二丁目６番３号 

         公益社団法人地域医療振興協会 

         理事長 吉新 通康 

４ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１２号 

 

   国保松丘診療所及び国保笹診療所の指定管理者の指定について 

 

 国保松丘診療所及び国保笹診療所の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び位置  (1) 国保松丘診療所 

               君津市広岡１７２６番地の１ 

             (2) 国保笹診療所 

               君津市笹６７０番地 

２ 指 定 管 理 者  東京都千代田区平河町二丁目６番３号 

             公益社団法人地域医療振興協会 

             理事長 吉新 通康 

３ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１３号 

 

   君津市福祉作業所の指定管理者の指定について 

 

 君津市福祉作業所の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市福祉作業所ミツバ園 

２ 施設の位置  君津市坂田３９６番地の４ 

３ 指定管理者  君津市貞元１８８番地２ 

         合同会社スリーアップ 

         代表社員 三上 正樹 

４ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１４号 

 

   君津市市民グラウンド・ゴルフ場の指定管理者の指定について 

 

 君津市市民グラウンド・ゴルフ場の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津グラウンド・ゴルフ場 

２ 施設の位置  君津市作木２０１番３ 

３ 指定管理者  君津市作木２３７番地１ 

         釼持工業株式会社 

         代表取締役 釼持 純一 

４ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１５号 

 

   久留里市民プールの指定管理者の指定について 

 

 久留里市民プールの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  久留里市民プール 

２ 施設の位置  君津市久留里市場３８３番１ 

３ 指定管理者  東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 

         株式会社オーエンス 

         代表取締役 大木 一雄 

４ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１６号 

 

   君津市営聖地公園の指定管理者の指定について 

 

 君津市営聖地公園の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市営聖地公園 

２ 施設の位置  君津市向郷１６３２番地１２ 

３ 指定管理者  君津市大坂７４４番地 

         有限会社大坂造園 

         代表取締役 山下 義久 

４ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１７号 

 

   君津市里山管理センターの指定管理者の指定について 

 

 君津市里山管理センターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市里山管理センター三舟の里案内所 

２ 施設の位置  君津市小香３５９番１ 

３ 指定管理者  君津市小香３５９番１ 

         三舟の里コミュニティ活動推進委員会 

         会長 小堀 昭夫 

４ 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１８号 

 

   内みのわ運動公園及び君津緩衝緑地の指定管理者の指定について 

 

 内みのわ運動公園及び君津緩衝緑地の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び位置  (1) 内みのわ運動公園 

               君津市内箕輪一丁目１番１ 

             (2) 君津緩衝緑地（スポーツ広場等） 

               君津市坂田６１３番 

２ 指 定 管 理 者  東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 

             三幸株式会社 

             代表取締役 橋本 有史 

３ 指 定 期 間   令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１９号 

 

   君津市交通広場駐車場の指定管理者の指定について 

 

 君津市交通広場駐車場の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津駅北口交通広場駐車場 

２ 施設の位置  君津市東坂田二丁目１番 

３ 指定管理者  神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 

         アマノマネジメントサービス株式会社 

         代表取締役 小針 宏之 

４ 指 定 期 間   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第２０号 

 

君津郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び君津郡市広域市町村

圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

 

 君津郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び君津郡市広域市町村圏事

務組合規約の一部を改正する規約を次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当

たり、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

   君津郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約 

 

 君津郡市広域市町村圏事務組合規約（昭和４４年千葉県指令第２２２９号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り上

げる。 

第１１条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する関係市の負担金の負担割合は、別表の定めるところによる。 

附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２１号 

 

君津市と木更津市との間における救急急病医療事業に関する事務の委託に関する規

約の制定に関する協議について 

 

 君津市と木更津市との間における救急急病医療事業に関する事務の委託に関する規約を

次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１４第１項の規定により、木更津市と協議するに当たり、同条第３項の規定により準用す

る同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

君津市と木更津市との間における救急急病医療事業に関する事務の委託に関する

規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第 

２５２条の１４第１項の規定により、木更津市夜間急病診療所における応急的な診療行

為その他の君津市の救急急病医療事業に関する事務を木更津市に委託することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（委託事務の範囲） 

第２条 君津市は、救急急病医療事業のうち次に掲げる事務（以下「委託事務」という。）

の管理及び執行を木更津市に委託する。 

(1) 夜間等における急病患者に対する応急的な診療に関する事務 

(2) 木更津市夜間急病診療所の施設及び設備の管理に関する事務 

(3) その他木更津市夜間急病診療所の運営に関する事務 

(4) 病院群輪番制方式による二次救急医療機関運営事業に関する事務 

(5) 地域救急医療協議会の運営に関する事務 
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（管理及び執行の方法） 

第３条 委託事務の管理及び執行については、木更津市の条例及び規則その他の規程（以

下「条例等」という。）の定めるところによるものとする。 

（経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、君津市の負担とする。 

２ 君津市の負担すべき経費については、木更津市長が君津市長と協議して定めた額を、

君津市は、毎年度、木更津市に納付するものとする。ただし、地方交付税の算定にあた

り第２条第１号から第３号までの事務について診療所数にかかる密度補正が適用され、

木更津市に地方交付税が交付された場合、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市（以

下「関係市」という。）で按分し、それぞれ関係市の負担金から減額するものとする。 

３ 前項に規定する協議を行うに当たっては、木更津市長は、委託事務に要する経費に関

する書類を作成し、あらかじめ君津市長に送付するものとする。 

４ その他特別な経費が生じる場合は、その負担額等について、木更津市長が君津市長と

協議して別に定めるものとする。 

（予算の計上） 

第５条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を木更津市の歳入歳

出予算において分別して計上するものとする。 

（収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、全て木

更津市の収入とする。 

（決算の場合の措置） 

第７条 木更津市長は、法第２３３条第６項の規定により、決算の要領を公表したときは

速やかに当該決算の委託事務に関する部分を君津市長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第８条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応

じて君津市長と連絡会議を開くものとする。ただし、君津市長の申出がある場合におい

ては、臨時に連絡会議を開くことができる。 

（条例等改廃の場合の措置） 

第９条 委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ君津市長と協議しなければならない。 
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２ 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃

したときは、直ちに当該条例等を君津市長に通知しなければならない。 

３ 前項の規定による通知があったときは、君津市長は直ちに当該条例等を公表しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、

君津市長と木更津市長との協議により定める。 

附 則 

１ この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 君津市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する木更津市の条例等が君津

市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。 

３ 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、委託事務の管理及び執行に係る

収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、木更津市長がこれを決算する。この場合に

おいて、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに君津市に還付しなければならない。 
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議案第２２号 

 

   千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総

合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

 

 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事

務組合規約の一部を改正する規約を次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当

たり、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

 

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１中「印旛利根川水防事務組合 布施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」

を「印旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」に改める。 

別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項中「印旛利根川水防事務組合 布施学校

組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」を「印旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町環境

衛生組合」に、同表第３条第１項第３号に掲げる事務の項中「印旛利根川水防事務組合 布

施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」を「印旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二

町環境衛生組合」に、同表第３条第１項第４号に掲げる事務の項中「鋸南町 布施学校組

合」を「鋸南町」に、同表第３条第１項第１１号に掲げる事務の項中「印旛利根川水防事

務組合 布施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」を「印旛利根川水防事務組合 匝

瑳市ほか二町環境衛生組合」に改める。 

附 則 

この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

４６年君津市条例第４９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記  

 

１ 財 産 の 表 示  災害対策備品 

          (1) ポータブル電源 ７２台 

          (2) ソーラーパネル ７２台 

２ 取 得 の 目 的  災害時に孤立の可能性がある集落に配備するため。 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  １９，８００，０００円 

（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

５ 取得の相手方  君津市六手２１８番地４ 

          株式会社エノモト防災工業 君津支店 

          支店長 石井 芳光 

           

令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第２４号 

 

調停の申立てについて 

 

 下記のとおり調停の申立てをしたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 申立ての相手方 

  周西南中学校の元校長２名 

２ 申立ての趣旨 

  君津市が相手方に対する国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第２項に規

定する求償権に基づく求償額を合意により決定する。 

３ 申立ての理由 

  周西南中学校の学校事務職員が同校生徒の保護者から納入された学校納入金の一部を

私的に流用していたことにより、君津市が保護者に支払った損害賠償金から、当該学校

事務職員が君津市からの求償に応じて支払った額を除いた８，２９５，８４８円につい

て、共同して責任を負うべき相手方に対する求償額を決定するため、裁判所に対し、調

停の申立てを行うものである。 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第２５号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 損害賠償の額を下記のとおり決定し、和解したいので、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 

記  

 

１ 事故の概要 

  令和６年４月１７日、午前１１時３０分頃、市道大中豊田線、君津市川俣２７９番地

先において、道路が陥没し、走行中のダンプトラックの左側後方部が陥没穴に落下した

ことにより、運転手が負傷したもの。 

２ 和解の相手方 

  個人（富津市在住） 

３ 和解の内容 

 ( 1 )  君 津 市 は 、 本 件 事 故 に 関 す る 損 害 賠 償 金 と し て 、 相 手 方 に 対 し 、 

１，３７１，８６５円を支払う。 

 (2) 君津市と相手方は、和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相

互に確認するとともに、今後、一切異議、請求の申立てを行わない。 
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議案第２６号 

 

   令和６年度君津市一般会計補正予算（第６号）についての専決処分の承認を求める

ことについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子  
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○写  
 

   専  決  処  分  書  

 

令和６年度君津市一般会計補正予算（第６号）について、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。  

 

  令和６年１０月４日 

 

君津市長 石 井 宏 子  

 

記  

 

専決第１０号 

 令和６年度君津市一般会計補正予算（第６号） 
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報告第１号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、君津市議会の

議決により指定された市長の専決事項により、市が和解の当事者であるものについて専決

処分をしたので、同条第２項の規定により報告する。 

 

記 

 

事 故 の 概 要 

令和６年９月１６日、午後１時頃、君津市山滝野１２２１番２地先

で発生した車両損傷事故。 

相手方所有の普通乗用車が市道を走行中に、跳ね上がったグレーチ

ングが車両下部に当たり、損害が生じたもの。 

和解の相手方 個人（木更津市在住） 

和 解 の 条 件 

君津市は、本件事故に関する損害賠償金として、相手方に対し、 

６３，０００円を支払う。 

君津市及び相手方は、このほかの請求権を放棄する。 

専 決 年 月 日 令和６年１１月５日 

 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

                            君津市長 石 井 宏 子 

 


